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(57)【要約】
【課題】両脚を傾けた状態でも容易に操作部を摘まむこ
とができて、一層容易に円等を描くことができるコンパ
スを提供する。
【解決手段】両脚２，３が回動可能に取り付けられた取
付体４に操作部５が立設される。操作部５を脚２，３の
回動軸に直交する面ａに対して傾くように弾性変形可能
にする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両脚が回動可能に取り付けられた取付体に操作部が立設され、該操作部を前記脚の回動
軸に直交する面に対して傾くように弾性変形可能にしたことを特徴とするコンパス。
【請求項２】
　両脚が回動可能に取り付けられた取付体に操作部が立設され、該操作部を前記脚の回動
軸に直交する面に対して傾くように前記取付体に回動可能に取り付けたことを特徴とする
コンパス。
【請求項３】
　両脚が回動可能に取り付けられた取付体に操作部が立設され、該操作部を前記脚の回動
軸に直交する面に対して傾けたことを特徴とするコンパス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンパスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なコンパスは、例えば特許文献１のように、針が設けられた中心脚と、鉛筆が設
けられた回転脚と、両脚が回動可能に取り付けられた取付体を備えている。また、取付体
には円等を描く際に指で摘まむ操作部が鉛直に立設されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１９３８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記コンパスを用いてスムーズに円等を描くには、両脚を紙面１８に対して
垂直に立てた状態で回動するのではなく、図７のように両脚を回転脚を回転する方向（図
中矢印ｃに示す方向）に傾けた状態で回動するのがよい。その理由は、回転脚に設けられ
た鉛筆の芯を紙面１８に対して傾けて接触させることで、鉛筆の芯を紙面１８に対して滑
らかにスライドできるからと考えられる。なお、図６中符号２，４，５、１７は、夫々、
中心脚、取付体、操作部、針を示している。
【０００５】
　ところが、上記のように両脚を傾けて円等を描く場合、両脚と共に操作部５も傾くため
、略真上から摘まむ操作部５が摘み難くなり、結果、両脚を傾けて円等を描く作業がし難
くなる。
【０００６】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであって、両脚を傾けた状態でも容易に操作部
を摘まむことができて、容易に円等を描くことができるコンパスを提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために本発明のコンパスは、両脚２，３が回動可能に取り付けられ
た取付体４に操作部５が立設され、該操作部５を前記脚２，３の回動軸に直交する面ａに
対して傾くように弾性変形可能にしたことを特徴とする。この構成により、両脚２，３を
傾けた状態で円等を描く際には、操作部５を弾性変形させて鉛直方向と略平行にすること
ができる。このため、両脚２，３を傾けて円等を描く際に操作部５を容易に摘まむことが
できる。
【０００８】
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　また、本発明の別のコンパスは、両脚２，３が回動可能に取り付けられた取付体４に操
作部５が立設され、該操作部５を前記脚２，３の回動軸に直交する面ａに対して傾くよう
に前記取付体４に回動可能に取り付けたことを特徴とする。この構成により、両脚２，３
を傾けた状態で円等を描く際には、操作部５を回動して鉛直方向と略平行にすることがで
きる。このため、両脚２，３を傾けて円等を描く際に操作部５を容易に摘まむことができ
る。
【０００９】
　また、本発明の更に別のコンパスは、両脚２，３が回動可能に取り付けられた取付体４
に操作部５が立設され、該操作部５を前記脚２，３の回動軸に直交する仮想の面ａに対し
て傾けたことを特徴とする。この構成により、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に
は、操作部５を鉛直方向と略平行にすることができる。このため、両脚２，３を傾けて円
等を描く際に操作部５を容易に摘まむことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のコンパスにあっては、両脚を傾けて円等を描く際に操作部を容易に摘まむこと
ができ、容易に円等を描くことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一実施形態のコンパスを示す正面図である。
【図２】同上のコンパスで円を描く際の様子を示す縦断面図である。
【図３】第二実施形態のコンパスの縦断面図である。
【図４】第三実施形態のコンパスの縦断面図である。
【図５】第四実施形態のコンパスの縦断面図である。
【図６】第五実施形態のコンパスの縦断面図である。
【図７】従来のコンパスで円を描く際の様子を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を添付図面に基づいて説明する。第一実施形態のコンパス１を図１及び図
２に示す。
【００１３】
　コンパス１は、図１に示されるように紙面１８に描く円や円弧（以下、円等と称す）の
中心を決めるための中心脚２と、筆記具（図示例では鉛筆７）が設けられる回転脚３と、
両脚２，３の端部が回動自在に取り付けられて両脚２，３を開閉可能とする取付体４を備
えており、取付体４には摘まみ部として操作部５が立設されている。
【００１４】
　なお、以下では特に記載する場合を除きコンパス１の各構成部材を両脚２，３を閉じた
状態を基準に説明する。また、以下の説明では図１の矢印Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに示す方向を夫
々上方、下方、左方、右方として説明する。
【００１５】
　両脚２，３は上下に長い略直線棒状に形成されており、中心脚２の下端部には下方に向
けて突出した針１７が設けられている。回転脚３の下端部には筆記具取付部６が設けられ
ており、筆記具取付部６には、鉛筆７が筆記具取付部６を上下に通されて着脱自在に取り
付けられる。また、両脚２，３の夫々の上端部には被取付部８，９が形成されている。
【００１６】
　取付体４は硬質樹脂からなる一体成形品であって、取付体４には図２のように側面視で
下向きに開口した略コ字状の脚取付部１０が形成されている。脚取付部１０の前後の壁部
１１，１２の間には両脚２，３の被取付部８，９が挿入されている。脚取付部１０の前側
の壁部１１、中心脚２の被取付部８、回転脚３の被取付部９、及び脚取付部１０の後側の
壁部１２には、この順序で前方からねじ１３が通されている。ねじ１３の後側の壁部１２
から後方に突出した先端部にはナット１４が螺合され、これによって両脚２，３は取付体
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４に対して回動可能に取り付けられ、軸方向を前後方向と平行にしたねじ１３を中心に回
動可能となっている。
【００１７】
　操作部５は、脚取付部１０の被取付部８，９上方に位置する上端部に立設されている。
操作部５は脚取付部１０と一体に形成されており、硬質樹脂で形成されている。操作部５
は突出基端部から軸方向上側に行く程徐々に径が小さくなる略円柱状に形成されており、
その外周面には図１に示すようにローレット状の滑り止めが形成されている。
【００１８】
　図２のように、操作部５は脚取付部１０の上端部から前斜め上方に向かって突出してお
り、両脚２，３の回動軸（ねじ１３の軸部）に直交する面ａに対して傾いている。なお、
前記操作部５の中心軸線ｂと面ａとでなす角度αは１０～４５度に設定されている。
【００１９】
　コンパス１を用いて円等を描く場合、一般的なコンパスと同様に、脚２，３を回動して
両脚２，３の開閉角βを調整し、この後、針１７の先端と鉛筆７の先端を紙面１８上に載
せる。次に操作部５を指で摘まみ、この指で操作部５を操作して平面視で針１７を中心に
して回転脚３を回す。この際、図２のように、両脚２，３を図中ｃに示す回転脚３の回転
方向に傾けると、スムーズに円等を描くことができる。
【００２０】
　ここで、本実施形態の操作部５は面ａに対して傾いているので、上記のように両脚２，
３を傾けた状態で円等を描く際には、操作部５が脚取付部１０から略真上に突出して紙面
１８に対して直交する方向と略平行になる。このため、両脚２，３を傾けた状態で円等を
描く際に操作部５が摘まみやすくなり、円等を容易に描くことができる。なお、本実施形
態の操作部５は左右方向には傾いていないが、傾いたものであってもよい。
【００２１】
　次に第二実施形態について説明する。なお以下の説明では、第一実施形態と同一の構成
については同一の番号を付与し、重複する説明は省略する。
【００２２】
　図３に示される第二実施形態のコンパス１は、操作部５が取付体４とは別体であり、且
つ取付体４よりも軟らかい軟質樹脂又は合成ゴムで形成されている。
【００２３】
　取付体４は前後に二つ割りされ、前半部を構成する前パーツ２０と、後半部を構成する
後パーツ２１で構成されている。前パーツ２０と後パーツ２１は前記ねじ１３及びナット
１４により締結されている。前パーツ２０と後パーツ２１で構成される脚取付部１０は、
その上端部に上方に開口した嵌込凹部２２が形成されている。
【００２４】
　操作部５は、下端部に形成された被嵌込部２３と、下端が被嵌込部２３に接続されたく
びれ部２５と、下端がくびれ部２５の上端に接続された摘まみ部２４を備えている。
【００２５】
　被嵌込部２３は取付体４の嵌込凹部２２に嵌め込まれ、前パーツ２０と後パーツ２１で
挟持されて固定されている。これにより操作部５は取付体４に取り付けられている。摘ま
み部２４は第一実施形態の操作部５と同一形状であるが、その軸方向は面ａに対して傾い
ておらず、面ａと平行になっている。
【００２６】
　摘まみ部２４と被嵌込部２３を接続するくびれ部２５は、摘まみ部２４及び被嵌込部２
３よりも細くなっており、軟らかい操作部５において特に屈曲しやすい部位になっている
。このため、図３の二点鎖線で示すようにくびれ部２５を弾性変形させて屈曲させること
で、摘まみ部２４の軸方向を面ａに対して傾けられるようになっている。前記操作部５の
面ａに対する傾き角度αの上限は、図３のように操作部５が嵌込凹部２２の上縁部に当た
る位置を調整することで決定されており、この傾き角度αの上限は１０～４５°に設定さ
れている。
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【００２７】
　本実施形態のコンパス１は、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に、操作部５のく
びれ部２５を弾性変形させ、摘まみ部２４を面ａに対して回転脚３の回転方向と逆方向に
傾けることで、摘まみ部２４を紙面１８に対して直交する方向と略平行にすることができ
る。このため、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に操作部５が摘まみやすくなり、
円等を容易に描くことができる。また、回転脚３の回転方向を反対方向にした場合にも、
これに対応して摘まみ部２４を面ａに対して当該回転脚３の回転方向と逆方向に傾くよう
に弾性変形させることができ、使い勝手が良い。
【００２８】
　次に第三実施形態について説明する。なお第一実施形態と同一の構成については同一の
番号を付与し、重複する説明は省略する。
【００２９】
　図４に示される第三実施形態のコンパス１は、操作部５が取付体４とは別体であり、且
つ取付体４よりも軟らかい軟質樹脂又は合成ゴムで形成されている。なお、操作部５は二
色成形により取付体４と共に成形されるものであってもよいし、取付体４とは別に成形さ
れるものであってもよい。取付体４は脚取付部１０の上端部から上方に向けて一体に突出
した固定部２７を有しており、固定部２７の上端部には下方部よりも太い膨大部２８が形
成されている。
【００３０】
　操作部５の下端部には下方に開口して前記固定部２７と合致する断面Ｔ字状の凹所２９
が形成されている。操作部５は凹所２９に固定部２７を嵌め込むことで、取付体４の脚取
付部１０に抜け止めがなされた状態で取り付けられている。この操作部５は取付体４から
真上に突出し、その軸方向は面ａと平行になっている。
【００３１】
　このように取付体４に取り付けられた軟らかい操作部５は、固定部２７に固定された下
端部だけは変形し難くなっているが、図４の二点鎖線で示すようにその軸方向が面ａに対
して傾くように弾性変形させられるようになっている。
【００３２】
　本実施形態のコンパス１は、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に、操作部５を弾
性変形させて当該操作部５を面ａに対して回転脚３の回転方向と逆方向に傾けることで、
操作部５を紙面１８に対して直交する方向と略平行にすることができる。このため、両脚
２，３を傾けた状態で円等を描く際に操作部５が摘まみやすくなり、円等を容易に描くこ
とができる。また、回転脚３の回転方向を反対方向にした場合にも、これに対応して操作
部５を面ａに対して当該回転脚３の回転方向の逆方向に傾くように弾性変形させることが
でき、使い勝手が良い。
【００３３】
　次に第四実施形態について説明する。なお第一実施形態と同一の構成については同一の
番号を付与し、重複する説明は省略する。
【００３４】
　図５に示される第四実施形態のコンパス１は、第一実施形態の操作部５と同一形状の摘
まみ部２４と、この摘み部２４と脚取付部１０の上端部を一体に接続する柱状又は厚み方
向を前後方向と平行にする薄片状の屈曲部３１で構成されており、操作部５は硬質樹脂製
である。屈曲部３１は摘み部２４や脚取付部１０よりも前後寸法が小さく、前後方向に屈
曲させやすくなっている。従って、図５の二点鎖線で示すように屈曲部３１を弾性変形さ
せて屈曲することで、摘まみ部２４の軸方向を面ａに対して傾けられるようになっている
。
【００３５】
　本実施形態のコンパス１は、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に、操作部５を弾
性変形させて、摘まみ部２４を面ａに対して回転脚３の回転方向と逆方向に傾け、摘まみ
部２４を紙面１８に対して直交する方向と略平行にすることができる。このため、両脚２
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，３を傾けた状態で円等を描く際に操作部５が摘まみやすくなり、円等を容易に描くこと
ができる。また、回転脚３の回転方向を反対方向にした場合にも、これに対応して摘まみ
部２４を面ａに対して当該回転脚３の回転方向と逆方向に傾くように弾性変形させること
ができ、使い勝手が良い。
【００３６】
　次に第五実施形態について説明する。なお第一実施形態と同一の構成については同一の
番号を付与し、重複する説明は省略する。
【００３７】
　図６に示される本実施形態のコンパス１は、操作部５が取付体４と別体の硬質樹脂から
なり、取付体４に対して回動自在に取り付けられている。
【００３８】
　取付体４は、前後に二つ割りされ、前半部を構成する前パーツ２０と、後半部を構成す
る後パーツ２１で構成されており、前パーツ２０と後パーツ２１は前記ねじ１３及びナッ
ト１４により締結されている。前パーツ２０と後パーツ２１で構成される脚取付部１０の
上端部には上方に開口する穴３３が形成されている。穴３３の下部には球面状の内面を有
する嵌込部３６が形成されている。また、脚取付部１０の上端部には、嵌込部３６の前方
及び後方の夫々に位置して嵌込部３６に通じる上下に長い長孔３７が形成されている。
【００３９】
　操作部５は、下端部に形成された球状の連結部３５と、下端が連結部３５に接続された
接続部３９と、下端が連結部３５の上端に接続された摘まみ部２４を備えており、摘まみ
部２４は第一実施形態の操作部５と同一形状である。
【００４０】
　連結部３５は取付体４の嵌込部３６に回動自在に嵌め込まれており、これによって操作
部５は取付体４に対して回動自在に連結されている。また、操作部５は連結部３５から前
側及び後側に突出した回動規制用の突起３８を備えている。各突起３８は前記取付体４の
対応する長孔３７に上下方向にスライド自在に収納されており、これによって連結部３５
は左右方向の回動が規制されている。すなわち、操作部５は取付体４に対して左右方向の
みの回動が規制され、前後方向及び上下方向には回動自在となっている。
【００４１】
　前記操作部５の前後方向及び上下方向の回動範囲は、図６のように操作部５が穴３３の
上縁部に当たる位置を調整することで決定されており、これにより操作部５の面ａに対す
る傾き角度αの上限は１０～４５°に設定されている。
【００４２】
　本実施形態のコンパス１は、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に、操作部５を取
付体４に対して回動して、摘まみ部２４を面ａに対して回転脚３の回転方向と逆方向に傾
け、摘まみ部２４を紙面１８に対して直交する方向と略平行にすることができる。このた
め、両脚２，３を傾けた状態で円等を描く際に操作部５が摘まみやすくなり、円等を容易
に描くことができる。また、回転脚３の回転方向を反対方向にした場合にも、これに対応
して摘まみ部２４を面ａに対して当該回転脚３の回転方向と逆方向に傾くように回動させ
ることができ、使い勝手が良い。
【００４３】
　なお、以上説明した各実施形態における回転脚３には、鉛筆７に代えてシャープペンシ
ル等のその他の筆記具や鉛芯等を設けてもよい。また、この他、本発明の主旨を逸脱しな
い範囲において適宜設計変更可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　ａ　面
　１　コンパス
　２　中心脚
　３　回転脚
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　４　取付体
　５　操作部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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